


号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団その他反

社会的団体及びそれらの構成員でない者 

（４） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）第５条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者でな

い者 

（５） 日本語を完全に理解できること。 

（６） 市税等を滞納していない者 

（７） 木津川市が定めるガイドライン及び KSI 官公庁オークションに関連する規

約・ガイドラインの内容を承諾、順守することができること。 

（８） 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、

これらの資格などを有していること。 

（９） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有

財産に関する事務に従事する本市職員ではない者 

（10） ３によりあらかじめ一般競争入札への参加申込をした者 

 

３ 一般競争入札の参加申込み等に関する事項 

 一般競争入札に参加しようとする者は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提

供する公有財産売却システムの画面上で参加仮申込みなど一連の手続きを行

うこと。 

参加申込み（本申込み）は、仮申込み手続きを完了した後、令和７年１１月１

７日（月）までに所定の申込書により木津川市総務部財政課に一般競争入札

への参加を申し込むとともに、市が定めた入札保証金を納付すること。(郵送

の場合は、申込締切日の消印有効。) 

 

４ 契約条項を示す場所等 

（１） 契約条件を示す場所、入札説明書の交付場所並びに契約に関する事

務を担当する組織の名称、所在地等 

〒６１９－０２８６ 京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 



木津川市総務部財政課管財係 

電話番号 （０７７４）－７５－１２０２（直通） 

（０７７４）－７２－０５０１（代表） 

（２） 入札説明書等の配布期間等 

ア 配布期間  令和７年１０月３１日（金）午後１時から令和７年１２月１１日

（木）午後１時まで 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日」と

いう。）を除く午前９時から正午と午後１時から午後５時まで

とする。 

イ 入手方法 

（ⅰ）京都府木津川市ホームページのトップページ｢市有財産売払情

報｣からダウンロードすること。 

（ⅱ）窓口配布を希望する場合は、事前に連絡の上、（１）の場所で受

領すること。 

ウ 費用  無償 

 

５ 入札期間及び方法 

（１） 入札期間 令和７年１２月２日（火）午後１時から 

      令和７年１２月９日（火）午後１時まで 

（２） 入札方法  

ア 紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上で

入札価格を登録する。なお、この登録は一度しか行うことができない。 

イ 郵便等による入札書の提出は認めない。 

６ 入札保証金の納付について 

（１） 入札に参加しようとする者は、木津川市が売却区分ごとに予定価格の１０

０分の１０以上の金額を定めた入札保証金を指定された方法により納付し

なければならない。 



（２） 落札者の納付した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当

することができる。 

（３） 入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。 

 

７ 開札及び落札者の決定 

（１）  令和７年１２月９日（火）午後５時以降に公有財産売却システム上で開札

を行う。 

（２）  物件ごとに予定価格（最低売却価格）以上で、かつ、最高価格である入

札金額を売却決定金額とし、その入札金額で入札した者を落札者とする。 

（３）  最高価格で入札した者が複数いる場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決

定する。 

（４）  物件ごとに落札者のログイン ID 及び売却決定金額を公有財産売却シス

テム上に公開する。 

 

８ 契約保証金の納付 

落札者は、落札の決定後に契約保証金を納付する。契約保証金は１００分

の１０以上の金額とし、落札者の納付した入札保証金を依頼書に基づき、全額

契約保証金に充当する。 

 

９ 契約手続 

落札者は、落札決定通知書で指定した日までに、契約書を作成すること。 

 

１０ 売払代金の納付 

（１） 売払代金の残金の金額 

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金（契約保

証金に充当した入札保証金）を差し引いた金額となります。 

（２） 売払代金の残金納付期限について 

落札者は、売払代金の残金納付期限までに木津川市が納付を確認でき



るよう売払代金の残金を一括で納付してください。 

 

１１ 所有権の移転手続 

（１） 売払財産の所有権は、落札者が売払代金を完納したときに移転するもの

とする。 

（２） 売払代金の納付を確認後、車両の名義変更手続は落札者が落札者の

負担で行うこととする。 

（３） 売払財産は、現状引渡しとし、引渡し後の不調や故障についての補償は、

一切受け付けないものとする。 

 

１2 費用の負担 

契約書に貼付する収入印紙、契約の締結及び履行に関して必要な費用、

所有権移転に必要な費用等は落札者の負担とする。 

 

１3 その他 

（１） １から１2 までに定めるもののほか、木津川市契約事務規則（平成１９年木

津川市規則第４４号）の定めるところによる。 

（２） 公有財産売却の参加申込開始以後に公有財産売却を中止することがあ

る。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、

公有財産売却を中止することがある。 

（３） 詳細は、入札説明書による。 


